
1 

教育委員会会議規則（第１８条関係） 

会  議  録 

文 書 分 類  保存期間 30、10、5、3、1年   

会 議 の 名 称 第１１回教育委員会定例会 

 

開  催  日  時 

令和４年１１月２４日（木）      

午後 ３時３５分開会 

午後 ４時３５分閉会 

開  催  場  所 真壁庁舎 ３階 ３３１０会議室 

 

 

 

 

出    席    者 

（委員出席者氏名） 

教育長 稲川 善成 教育長職務代理者 市村 尚夫 

委 員 小林 源洋、委 員 野村 和夫 

委 員 小島 香織 

（説明の出席者職・氏名） 

教育部長 園田 哲也 

次長兼学校教育課長 初芝 保 

教育指導課長 田部井 悦子 

生涯学習課長 上野 俊一 

文化財課長 寺崎 大貴 

学校給食センター所長補佐 杉山 明子 

教育指導課指導主事 小林 良久 

議事録署名人 市村 尚夫 委員 

会  議  内  容 
・議案第１７号「桜川市体育施設設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例（案）に同意することについて」 

会議録作成方針 要点記録 

情報の公可否 
○可・否 

不開示理由（部分開示を含む） 
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会  議  内  容     （審議内容・審議経過・結論等） 

稲川教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

五十嵐スポーツ振興課長 

 

稲川教育長 

  

 

小林委員 

  

 

 

 

五十嵐スポーツ振興課長 

  

 

  

 

 

ただいまから令和４年第１１回桜川市教育委員会定例会を開会いた

します。 

本日の出席委員数は私を含めて５名です。全員出席しておりますの

で、本委員会は成立致します。 

 

【議事録署名人の選任】 

 

それでは、本日の定例会における議事録署名人についてですが、  

市村 尚夫委員にお願いします。 

 

【議事】 

 

本日の会議に提案されている案件ですが、議案が１件でございま

す。ご協議よろしくお願いいたします。 

それでは議事に入ります。 

 

はじめに、議案第１７号「桜川市体育施設設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例（案）に同意することについて」ですが、ス

ポーツ振興課より説明願います。 

 

（資料により説明） 

 

説明が終わりました。委員さんから発言等があればお願いいたしま

す。 

 

このグランドは、私が中学校時代・私の子ども 2人がお世話になっ

た場所であります。すごく寂しい思いはあります。 

大和運動場に現在ある物に関しては、どのような形で現在の使用者

（団体）にお話しされているのでしょうか。 

 

プレハブ道具小屋は、大和ファイターズ代表者の方とお話をさせて

いただいています。大和ファイターズは、樺穂ブルージェイズと共同

練習をされているとのお話を聞きました。来年からは樺穂ブルージェ

イズと一緒のチームで合同活動をすると伺っております。 

そのなかで、使える道具はそちらに移し、またプレハブ等が残ると

きは協力して一緒に廃棄していただきたいとの要望を受け、大和運動
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小林委員 

  

 

五十嵐スポーツ振興課長 

 

小林委員 

  

 

五十嵐スポーツ振興課長 

 

小林委員 

  

稲川教育長 

  

 

  

五十嵐スポーツ振興課長 

 

 

小林委員 

  

 

 

五十嵐スポーツ振興課長 

  

 

小林委員 

 

稲川教育長 

 

 

 

 

 

五十嵐スポーツ振興課長 

場を整備する担当課（企画課）で調整を取っているところです 

 

バックネット、仮設トイレ等の処分は、大和ファイターズと市のど

ちらがするのか。 

 

市で処分します。 

 

使用する道具だけを移動させれば、あと要らないものは市が処分し

てくれるということですか。 

 

はい、そのような形で担当課（企画課）が話を詰めています。 

 

はい、わかりました。 

 

 大和ファイターズが使用するものは、大和ファイターズが責任をも

って移動してくれるということで、残された物は全て市の方で廃棄な

り片づけるということですね。 

 

企画課で必要な物・意見や状況を聴取し、確認した後に最終的に廃

棄します。 

 

大和ファイターズが要らないものを置いていった場合、それを第三

者に渡しても問題はありませんか。ベンチとか U 字溝を裏返して使

用していたもの等。 

 

バックネットは市の所有物だと思われますが、大和ファイターズの

所有物であれば、何方かにお渡しいただいても結構です。 

 

はい、わかりました。 

 

大和ファイターズの財産のものは基本大和ファイターズが移動し

て OKです。ただし、放棄してそのまま大和運動場に置いていったも

のは市で処分します。 

では、もう一度大和ファイターズの代表者と確認をお願いします。 

確認後、小林委員に報告しましょう。 

 

はい、わかりました。 
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稲川教育長 

  

 

 

 

 

 

 

全委員 

 

稲川教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

ほかに委員さんから発言等があればお願いいたします。 

 

発言がありませんので、採決に入ります。 

 

議案第１７号「桜川市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例（案）に同意することについて」は、原案どおりとする

ことにご異議ございませんか。 

 

はい。 

 

ご異議がありませんので、議案 第１７号は原案どおり決定いたしま

す。 

 

議事は以上となります。 

議事進行にご協力いただきありがとうございました。 

 

 

会議の正なることを証します。 

 

        令和  年  月  日 

 

教育長 

 

 

     議事録署名人 

       教育委員   

 

 


